
【令和８年４月作成】 
 
 
 

 

 岡崎市では非木造の共同住宅の耐震診断費、耐震改修設計費、耐震改修工事費の一部を

予算の範囲内で補助します。 

※補助金額は交付年度により変更します。（下記は R8 年度交付の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐震診断費 上限１２０万円  

◇ 補助額：診断に要する費用と下表の基準額のいずれか少ない額の２/３以内 

◇ 建築士事務所登録のある建築士（建築士法第３条に規定する規模は一級建築士） 

が行い、地震に対し安全な構造であると診断されたものは市が定める第三者機関で 

判定を受けてください。 

 【基準額表】 

延べ床面積区分 基準額 

面積 1,000 ㎡以内の部分 面積に 1 ㎡当り３，６７０円を乗じて得た額 

面積 1,000 ㎡を超えて 

2,000 ㎡以内の部分 
面積に 1 ㎡当り１，５７０円を乗じて得た額 

面積 2,000 ㎡を超える部分 面積に 1 ㎡当り１，０５０円を乗じて得た額 

 

 改修設計費 上限２５０万円  

◇ 補助額：設計に要する費用の２/３ かつ １棟あたりの戸数×１０万円以内 

◇ 建築士事務所登録のある建築士（建築士法第３条に規定する規模は一級建築士） 

が設計し、市が定める第三者機関で計画評定等を受けてください。 

 改修工事費 上限１０００万円  

◇ 補助額：耐震改修工事費(※)の２３％ かつ １棟あたりの戸数×９０万円以内 

  ※ 耐震改修工事費：耐震性能を向上させるための躯体補強工事費等で、補強を 

行うための解体復旧費等を含む 
   ・マンション(３階かつ１，０００㎡以上)・・・５１，７００円/㎡ 以内 

・上記以外・・・３９，９００円/㎡ 以内 

◇ 市が定める第三者機関で計画評定等を受けた設計に従い、改修工事（原則設計者 

が工事監理）を行ってください。なお、前年９月の第２金曜日までに事前相談書が 

提出されている必要があります。 
 

◆ 用途：非木造の共同住宅   ◆ 建築時期：昭和 56 年 5 月以前の着工 

補 助 の 対 象 

補 助 の 内 容 

 

 

事業を行おうとする年度の前年度の９月の第２金曜日までに事前相談書を提出し、事

業を行う年度の 10 月の末日（改修工事費の場合は９月末日）までに交付申請をしてく

ださい。 

申込み方法 

共同住宅の耐震化補助制度のご案内 



【令和８年４月作成】 
 

 

 

 

 

 

 

【共同住宅耐震化補助の流れ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 診断には建築時の図面が必要です。 

◎ 診断・設計・工事 請負契約前（診断・設計・工事 着手前）に補助金申請を行い補助金交付 

決定を受ける必要があります。必ず事前にご相談ください。 
◎ 事前に診断・設計・工事に着手している場合は補助金を交付することができません。 
◎ 工事は建築確認手続きの対象となる可能性がありますので、補助金申請の際には手続きの必

要性の確認をお願いします。 

～お問い合わせは～  岡崎市 住環境政策課 住宅施策係（西庁舎１階） 
ＴＥＬ：０５６４－２３－６７０９ ＦＡＸ：０５６４－２３－７５２８ 

 

○申請者から耐震診断・改修の依頼 
耐震診断・改修等の内容について市へ事前相談 
①事前相談書提出 

事業を行う前年度の９月第２金曜日までに提出 
 

○補助金交付申請書類の作成 
  ・提出書類はチェックリストを参照 
②補助金交付申請書提出 

事業を行う年度の 10 月の末日までに提出（改修工

事の場合は９月末日） 
 
 

③着手届提出 
 
 
 
・請負契約書の写しを添付 
 
 

④完了実績報告書提出 

･･･完了後 30 日以内に提出 
事業を行う年度の２月第１金曜日までに提出 
・提出書類はチェックリストを参照 
・改修工事は耐震改修証明書交付申請（税制優遇

措置が受けられる可能性あり） 

⑤補助金支払請求書提出 

事前相談 

・ 補助の対象の確認 
・ 補強工事の内容 
・ 申請書の書き方 等 

 

申請書審査 

（14日前後かかります） 

   ↓審査ＯＫ↓ 
市から申請者へ「補助金交付

決定通知書」を送付。 

（改修の場合は中間検査の実

施時期を記載） 
 

 

 

 

中間検査実施 

（改修の場合） 
 
 

 

完了実績報告書確認 

↓審査ＯＫ↓ 
市から申請者へ「補助金確定

通知書」を送付。 
 
 

 

 

申請者へ補助金交付 

電話で 
日時予約 

着 手 

事前相談 

工事完了 

中間検査 

補助金 

交付 

＊交付決定通知後に申請者と請負契約 

補助金 

申請 

・補助金交付決定日 

・事業着手予定日 

いずれか遅い日から 

20 日以内に着手する。 

着手してから 10 日 

以内に 着手届 を提出 

＜申請者＞ ＜岡崎市＞ 

留 意 事 項 

【前年度】 

【次年度】 


